
ため池・水路での水遊びは大変危険です。子どもたちの事故防止にご協力ください。
e農地計画課☎711－4861q733－5583危険！ため池・水路での水遊び
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「
母
子
家
庭
等
医
療
証
」

「
福
岡
市
老
人
医
療
証
」「
国

民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

「
入
院
時
の
医
療
費
・
食
事
代

に
関
す
る
認
定
証
」
が
、
８
月

１
日
金
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

　

現
在
の
医
療
証
等
は
同
日
か

ら
使
え
な
く
な
る
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

母
子
家
庭
等
医
療
証
お
よ
び

入
院
時
の
医
療
費
・
食
事
代
に

関
す
る
認
定
証
は
更
新
手
続
き

が
必
要
で
す
の
で
、
対
象
者
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

母
子
家
庭
等
医
療
証

　

○
対
象　

母
子
家
庭
の
母
お

よ
び
児
童
、
父
母
の
な
い
児

童
、
一
人
暮
ら
し
の
寡
婦

　

※
そ
れ
ぞ
れ
、
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
（
父
母
の
な
い
児
童

は
養
育
者
の
所
得
）。

　

○
新
医
療
証
の
色　

黄
色

（
旧
・
緑
色
）

　

○
申
請
が
必
要
で
す
。

　

更
新
対
象
者
に
は
６
月
中
旬

に
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
申
請
書
を
提
出
し
て

い
な
い
場
合
は
、
次
の
写
し
を

添
え
て
お
住
ま
い
の
区
役
所
保

険
年
金
担
当
課
へ
至
急
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
担
当
者
か
ら
現

在
の
状
況
に
つ
い
て
お
尋
ね
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

〈
申
請
に
必
要
な
も
の
〉

　

①
健
康
保
険
証
の
写
し

　

②
児
童
扶
養
手
当
証
書
ま
た

は
年
金
証
書
の
写
し

　

③
そ
の
他

　

戸
籍
謄
本
や
所
得
証
明
書
、

医
療
保
険
の
扶
養
証
明
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

○
配
布
方
法

　

６
月　

日
ま
で
に
申
請
し
た

２３

人
の
医
療
証
は
各
区
役
所
保
険

年
金
担
当
課
か
ら
７
月　

日
火

２２

に
一
斉
郵
送
し
ま
す
。

　

６
月　

日
以
降
の
申
請
分
は

２４

７
月　

日
以
降
随
時
郵
送
し
ま

２２

す
。福

岡
市
老
人
医
療
証

　

○
対
象　

市
民
税
が
非
課
税

で
、
現
在
す
で
に
医
療
証
を
持

っ
て
い
る　

歳
の
人

６９

　

○
新
医
療
証
の
色　

黄
色

（
旧
・
う
す
い
青
色
）

　

○
申
請
は
不
要
で
す
。

　

○
配
布
方
法　

７
月
末
ま
で

に
届
く
よ
う
郵
送
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険 

高
齢
受
給
者
証

　
　

歳
の
誕
生
日
の
翌
月
（
月

７０
の
初
日
が
誕
生
日
の
人
は
そ
の

月
）
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
証

と
一
緒
に
使
用
す
る
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
事

前
に
送
付
し
ま
す
。

　

○
対
象　

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る　

歳
～　

歳
未

７０

７５

満
の
人

　

○
新
受
給
者
証
の
色　

緑
色

（
旧
・
桃
色
）

　

○
申
請
は
不
要
で
す
。

　

○
配
布
方
法　

７
月
末
ま
で

に
届
く
よ
う
郵
送
し
ま
す
。

入
院
時
の
医
療
費
・ 

食
事
代
に
関
す
る
認
定
証

　

右
下
表
の
認
定
証
を
持
っ
て

い
る
人
で
、
８
月
以
降
も
認
定

証
が
必
要
な
場
合
は
、
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。
認
定
証
の
交

付
後
に
世
帯
の
状
況
に
変
更

（
市
外
か
ら
の
転
入
な
ど
）
が

　

○
申
請
が
必
要
で
す
。

　

〈
申
請
に
必
要
な
も
の
〉

　

認
定
証
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
の
で
問
合
せ
先
に
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　

○
配
布
方
法　

８
月
１
日
金

か
ら
区
役
所
保
険
年
金
担
当
窓

口
で
交
付
し
ま
す
。

あ
っ
た
場
合
は
再
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　

○
新
認
定
証
の
色　

緑
色

（
旧
・
桃
色
）

　

７
月
中
旬
に
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
被

保
険
者
全
員
に
郵
送
で
お
届
け

し
ま
す
。

　

保
険
料
は
平
成　

年
中
（
平

１９

成　

年
１
月
～
同
年　

月
）
の

１９

１２

所
得
金
額
と
世
帯
の
状
況
を
基

に
し
て
、
こ
の
制
度
を
運
営
す

る
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
が
決
定
し
た
も
の
で

す
。

　

世
帯
の
状
況
は
平
成　

年
４

２０

月
１
日
時
点
（
年
度
途
中
に　
７５

歳
に
な
る
人
、
県
外
か
ら
の
転

入
者
等
は
そ
の
時
点
）
を
基
準

に
し
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
新
た
な 

軽
減
策
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

軽
減
策
が
国
で
次
の
よ
う
に
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
.
均
等
割
の
軽
減

　

均
等
割
が
７
割
軽
減
に
該
当

す
る
人
は
、
そ
の
軽
減
割
合
が

８
・
５
割
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

今
回
お
届
け
す
る
保
険
料
の
決

定
通
知
書
に
は
、
こ
の
軽
減
が

反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

２
.
所
得
割
の
軽
減

　

所
得
割
を
負
担
す
る
人
の
う

ち
、
基
礎
控
除
（　

万
円
）
後

３３

の
総
所
得
金
額
等
が　

万
円
以

５８

下
の
人
は
、
所
得
割
が
５
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。
こ
の
軽
減
の
対

象
者
に
は
８
月
中
旬
に
あ
ら
た

め
て
軽
減
後
の
保
険
料
額
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

年
金
天
引
き
か
ら 

口
座
振
替
へ
の 

変
更
に
つ
い
て

　

保
険
料
の
徴
収
方
法
が
年
金

天
引
き
と
な
っ
て
い
る
人
で
次

の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
場

合
は
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振

替
へ
変
更
で
き
る
よ
う
、
国
で

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

①
国
民
健
康
保
険
料
を
直
近

２
年
間
確
実
に
納
付
し
て
い
た

人
が
、
本
人
の
口
座
か
ら
振
り

替
え
る
場
合

　

②
年
金
収
入
１
８
０
万
円
未

満
の
人
が
、
世
帯
主
（
本
人
の

場
合
を
除
く
）
ま
た
は
配
偶
者

の
口
座
か
ら
振
り
替
え
る
場
合

　

※
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
が

こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
料

に
滞
納
が
あ
る
場
合
を
除
き
ま

す
。

　

保
険
料
の
口
座
振
替
を
希
望

す
る
人
は
、
手
続
き
の
方
法
な

ど
に
つ
い
て
、
お
住
ま
い
の
区

役
所
（
出
張
所
）
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合 

な
ど
の
変
更
に
つ
い
て

　

７
月
ま
で
の
医
療
費
の
自
己

負
担
の
割
合
（
１
割
ま
た
は
３

割
）
お
よ
び
限
度
額
は
平
成　
１８

年
中
の
所
得
等
に
よ
り
判
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
８
月
か
ら
は

平
成　

年
中
の
所
得
等
に
よ
り

１９

判
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
８
月
か
ら
変
更
と

な
る
人
に
は
、
変
更
後
の
自
己

負
担
割
合
な
ど
を
記
載
し
た
被

保
険
者
証
を
７
月
末
ま
で
に
お

届
け
し
ま
す
の
で
、
現
在
お
持

ち
の
被
保
険
者
証
は
同
封
の
返

信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。

　

自
己
負
担
割
合
な
ど
に
変
更

の
な
い
人
は
、
引
き
続
き
現
在

お
持
ち
の
被
保
険
者
証
を
お
使

い
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
・ 

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の 

更
新
手
続
き
は
７
月
中
に

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
は
、
入
院
ま
た
は

在
宅
総
合
診
療
の
際
の
自
己
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
の
も
の

で
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属

す
る
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

在
宅
総
合
診
療
と
は
、
自
宅
療

養
中
で
月
２
回
以
上
の
訪
問
診

療
を
受
け
て
い
る
場
合
な
ど
を

い
い
ま
す
。

　

現
在
、
認
定
証
を
持
っ
て
い

る
人
で
平
成　

年
度
の
市
民
税

２０

が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
に
属
す

る
人
に
更
新
手
続
き
の
ご
案
内

を
７
月
末
ま
で
に
お
届
け
し
ま

す
。

　

新
た
に
認
定
証
の
交
付
を
希

望
す
る
人
は
各
区
役
所
（
出
張

所
）
で
申
請
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
非
課
税
証
明
書
な
ど

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

●
保
険
料
決
定
の
仕
組
み
や

制
度
全
般
に
つ
い
て
は
福
岡
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

（
☎
６
５
１
・
３
１
１
１
Ⓕ
６

５
１
・
３
１
２
０
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　※分からないことはお気軽にご相談く
ださい。

医
療
証
が
８
月
か
ら
変
わ
り
ま
す

更新が必要な認定証の種類対　象
福岡市老人医療限度額適用認定証

２０年度市民税
非課税世帯 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険標準負担額減額認定証

国民健康保険限度額適用認定証（写真右＝一例）２０年度市民税
課税世帯

額

旧

新

額

旧

新

額

旧

新

額

旧

新

平
成

年
度
保
険
料
な
ど
の
お
知
ら
せ

２０

保
険
料
の
軽
減
策
も
決
定

ファクス電話番号区

６３１崖６４６３６４５崖１１０２東

４４１崖００７５４１９崖１１１８博多

７２５崖２１１７７１８崖１１２４中央

５６１崖３４４４５５９崖５１５２南

８４４崖６７９０８３３崖４１２３城南

８４６崖９９２１８３３崖４３７２早良

８０３崖０９２４８０４崖２０１４入部出張所

８８３崖６６９０８９５崖７０９０西

８０６崖６８１１８０６崖９４３２今宿出張所

各区役所（出張所）の保険年金担当課

母
子
家
庭
等
医
療
証

福
岡
市
老
人
医
療
証

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

入
院
時
の
医
療
費
・
食
事
代
に
関
す
る
認
定
証

後
期
高
齢
者（
長
寿
）医
療
制
度

【問合せ先】

　

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

　

申
請
、
更
新
手
続
き
、
問
い

合
わ
せ
は
お
住
ま
い
の
区
役
所

（
出
張
所
）
保
険
年
金
担
当
課

ま
で
。
こ
の
ペ
ー
ジ
の
最
下
段

の
表
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。


